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Ⅰ．産業廃棄物の排出・処理状況について

　　 ［産業廃棄物排出・処理状況調査（平成１２年度実績）による］

１．調　査　方　法

（１）　調査対象

①　調査対象　　　４７都道府県

②　対象業種　　　「日本標準産業分類（平成５年１０月改訂）／総務省」をもとに抽出した産業廃棄

物の排出が想定される大分類１１業種

③　対象廃棄物　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物１８種類

（２）　データの集計、解析

都道府県から環境省に報告されたデータをもとに、調査年度や未調査業種等について産業活動指

標を用いて補正した。

２．調査結果の概要

（１）　産業廃棄物の排出状況

①　全国総排出量

平成１２年度における全国の産業廃棄物の総排出量は約４億６００万トンとなっており、平成

８年度以降やや減少傾向であったが、今回増加がみられた（図１－１参照）。

*1 ダイオキシン対策基本方針（ダイオキシン対策関係閣僚会議決定）に基づき、政府が平成２２年度を目標年度として設定した

　「廃棄物の減量化の目標量」（平成11年9月28日政府決定）における平成８年度の排出量を示す。

*2　平成９年度以降の排出量は*1と同様の算出条件を用いて算出している。
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図１－１　産業廃棄物排出量の推移



②　業種別排出量

産業廃棄物の排出量を業種別にみると、排出割合の高いものから電気・ガス・熱供給・水道業（下

水道業を含む）が約９，１５０万トン（全体の２２．５％）、農業が約９，０８０万トン（同２２．

４％）、建設業が約７，９０１万トン（同１９．５％）、パルプ・紙・紙加工品製造業が約２，７０

６万トン（同６．７％）、鉄鋼業が約２，６６０万トン（同６．６％）、化学工業が約１，６８６万

トン（同４．２％）となっており、この６業種で約８割を占めている（図１－２、表１－１参照）。

　

③　種類別排出量

産業廃棄物の排出量を種類別にみると、汚泥の排出量が最も多く、約１億８，９１８万トン（全体

の４６．６％）であり、次いで、動物のふん尿が約９，０４９万トン（同２２．３％）、がれき類が

約５，８８３万トン（同１４．５％）となっており、この３品目で全排出量の約８割を占めている（図

１－３、表１－２参照）。

前回調査（平成11年度） 今回調査（平成12年度）

汚泥
187,137
(46.8)

動物のふん尿
91,524
(22.9)

がれき類
55,694
(13.9)

鉱さい
16,623
(4.2)

ばいじん
9,438
(2.4)

金属くず
8,002
(2.0)

木くず
5,525(1.4)

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
5,745(1.4)

動植物性残渣
4,003(1.0)

その他の
産業廃棄物
11,280
(2.8)

計
399,799
(100.0)

ガラスくず及
び陶磁器くず
4,828(1.2)

図１－３　産業廃棄物の種類別排出量

単位：千ｔ／年
　（　）内は％

汚泥
189,181
(46.6)

動物のふん尿
90,489
(22.3)

がれき類
58,829
(14.5)鉱さい

16,448
(4.1)

木くず
5,511(1.4)

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
5,790(1.4)

ばいじん
10,765
(2.7)

金属くず
8,096
(2.0)

ガラスくず及
び陶磁器くず
4,797(1.2) 動植物性残渣

4,052(1.0)

その他の
産業廃棄物
12,080(3.0)

計
406,037
(100.0)

前回調査（平成11年度） 今回調査（平成12年度）

農業
91,855(23.0)

電気・ガス・
熱供給・
水道業
90,220
(22.6)

建設業
76,236
(19.1)

鉄鋼業
25,389
(6.4)

パルプ・紙・
紙加工品製造業
26,284(6.6)

鉱業
17,655
(4.4)

化学工業
16,440
(4.1)

窯業・土石製品
製造業

11,564(2.9)

食料品製造業
10,999(2.8)

飲料・たばこ・
飼料製造業
4,566(1.1)

その他
の業種
28,591
(7.2)

計
399,799
(100.0)

農業
90,804(22.4)

建設業
79,011
(19.5)

電気・ガス・熱
供給・水道業

91,504
(22.5)

パルプ・紙・
紙加工品製造業
27,058(6.7)

鉄鋼業
26,598
(6.6)

鉱業
16,751
(4.1)

窯業・土石製品
製造業

12,532(3.1)

化学工業
16,863
(4.2)

食料品製造業
10,639(2.6)

電気機械器具製造業
4,729(1.2)

その他
の業種
29,548
(7.3)

計
406,037
(100.0)

図１－２　産業廃棄物の業種別排出量

単位：千ｔ／年
　（　）内は％



④　地域別排出量

産業廃棄物の排出量を地域別にみると、関東地方の排出量が最も多く、約１億１，５５３万トン（全

体の２８．５％）であり、次いで、中部地方の約６，０４４万トン（同１４．９％）、近畿地方の約

５，７１６万トン（同１４．１％）、九州地方の約５，０８６万トン（同１２．５％）の順になって

いる（図１－４参照）。

　＊都道府県単位の合計値と全国値が一致しない項目（動物のふん尿）があるため、合算した値は異なる。

前回調査（平成11年度） 今回調査（平成12年度）

関東
117,491
(29.4)

中部
60,086
(15.0)

近畿
54,182
(13.6)

九州
49,823
(12.5)

中国
27,703
(6.9)

北海道
37,314
(9.3)

東北
34,982
(8.7)

四国
18,231
(4.6)

計
399,799
(100.0)

図１－４　産業廃棄物の地域別排出量

単位：千ｔ／年
　（　）内は％

関東
115,535
(28.5)

近畿
57,165
(14.1)

中部
60,443
(14.9)

九州
50,860
(12.5)

北海道
37,163
(9.2)

東北
35,052
(8.6)

中国
31,462
(7.7)

計
406,037
(100.0)

四国
18,379
(4.5)



表１－１　産業廃棄物の業種別排出量

業　　　　　　　　　種 平成１１年度 平成１２年度

排出量（千t） 割合（%） 排出量（千t） 割合（%）

農　　　　　　　　　業 91,855 23.0 90,804 22.4

林　　　　　　　　　業 0 0.0 0 0.0

漁　　　　　　　　　業 28 0.0 24 0.0

鉱　　　　　　　　　業 17,655 4.4 16,751 4.1

建　　　　設　　　　業 76,236 19.1 79,011 19.5

製　　　　造　　　　業 120,046 30.0 123,730 30.5

食 　料 　品 　製 　造 　業 10,999 2.8 10,639 2.6

飲　料・た　ば　こ・飼　料 4,566 1.1 4,692 1.2

繊　　　維　　　工　　　業 2,070 0.5 1,219 0.3

衣 服・そ の 他 の 繊 維 製 品 119 0.0 124 0.0

木 　材 　・ 　木 　製 　品 1,879 0.5 1,672 0.4

家 　具 　・ 　装 　備 　品 368 0.1 345 0.1

パ ル プ ・ 紙 ・ 紙 加 工 品 26,284 6.6 27,058 6.7

出 版 ・ 印 刷 ・ 同 関 連 1,216 0.3 1,198 0.3

化　　　学　　　工　　　業 16,440 4.1 16,863 4.2

石 油 製 品 ・ 石 炭 製 品 1,020 0.3 1,231 0.3

プ  ラ  ス  チ  ッ  ク  製  品 959 0.2 964 0.2

ゴ　　　ム　　　製　　　品 372 0.1 387 0.1

な め し 革・同 製 品・毛 皮 100 0.0 91 0.0

窯　業　・　土　石　製　品 11,564 2.9 12,532 3.1

鉄　　　　　鋼　　　　　業 25,389 6.4 26,598 6.6

非　　　鉄　　　金　　　属 3,353 0.8 4,114 1.0

金　　　属　　　製　　　品 3,573 0.9 3,506 0.9

一　 般　 機　 械　 器　 具 1,602 0.4 1,812 0.4

電　 気　 機　 械　 器　 具 3,932 1.0 4,729 1.2

輸  送  用  機  械  器  具 3,873 1.0 3,582 0.9

精　 密　 機　 械　 器　 具 149 0.0 168 0.0

そ　　　　　の　　　　　他 219 0.1 206 0.1

電気・ガス・熱供給・水道業 90,220 22.6 91,504 22.5

運　 輸 　・ 　通 　信 　業 498 0.1 888 0.2

卸　 売　 ・　 小　 売　 業 1,664 0.4 1,790 0.4

サ　　ー　　ビ　　ス　　業 1,566 0.4 1,512 0.4

公　　　　　　　　　務 31 0.0 22 0.0

合　　　　　　　　　計 399,799 100.0 406,037 100.0

＊各業種の産業廃棄物排出量は四捨五入してあるため、合算した値は合計値と異なる場合がある。



表１－２　産業廃棄物の種類別排出量

種　　　　　　　　　類 平成１１年度 平成１２年度

排出量（千t） 割合（%） 排出量（千t） 割合（%）

燃　　　　え　　　　　殻 1,884 0.5 1,892 0.5

汚　　　　　　　　　　泥 187,137 46.8 189,181 46.6

廃　　　　　　　　　　油 2,948 0.7 3,248 0.8

廃　　　　　　　　　　酸 2,552 0.6 2,938 0.7

廃　　ア　　ル　　カ　　リ 1,354 0.3 1,563 0.4

廃  プ  ラ  ス  チ  ッ  ク 類 5,745 1.4 5,790 1.4

紙　　　　　く　　　　　ず 2,237 0.6 2,156 0.5

木　　　　　く　　　　　ず 5,525 1.4 5,511 1.4

繊　　　維　　　く　　　ず 83 0.0 76 0.0

動　 植 　物　 性 　残 　渣 4,003 1.0 4,052 1.0

ゴ　　　ム　　　く　　　ず 51 0.0 44 0.0

金　　　属　　　く　　　ず 8,002 2.0 8,096 2.0

ガ ラ スくず 及び 陶 磁 器くず 4,828 1.2 4,797 1.2

鉱　　　　　さ　　　　　い 16,623 4.2 16,448 4.1

が　　　れ　　　き　　　類 55,694 13.9 58,829 14.5

動 　物 　の 　ふ 　ん 　尿 91,524 22.9 90,489 22.3

動　　物　　の　　死　　体 170 0.0 163 0.0

ば　　　い　　　じ　　　ん 9,438 2.4 10,765 2.7

合          計 399,799 100.0 406,037 100.0

＊各種類の産業廃棄物排出量は四捨五入してあるため、合算した値は合計値と異なる場合がある。



２）　産業廃棄物の処理状況

①　処理フロー

　総排出量約４億６００万トンのうち、中間処理されたものは約３億３００万トン（全体の７５％）、

直接再生利用されたものは約８，０００万トン（同２０％）、直接最終処分されたものは約２，３０

０万トン（同６％）となっている。

また、中間処理された産業廃棄物はこの段階で、約１億２，６００万トンまで減量化された上で、

再生利用（約１億４００万トン）または最終処分（約２，２００万トン）されている。

最終的には、排出された産業廃棄物全体の４５％にあたる約１億８，４００万トンが再生利用され、

１１％にあたる約４，５００万トンが最終処分されている（図１－５参照）。

*各項目量は、四捨五入してあるため、収支が合わない場合がある。

［　］内は平成11年度の数値

直接再生利用量 再生利用量

8,000万ｔ 18,400万ｔ

排　出　量 (20％) (45％)

40,600万ｔ 17,100万ｔ

(100％) 処理後再生利用量

40,000万ｔ 処理残渣量 10,400万ｔ (43％)

中間処理量 12,600万ｔ (26％)

(100％) 30,300万ｔ (31％)

(75％) 処理後最終処分量

減量化量 2,200万ｔ

17,700万ｔ (5％)

(44％)

17,900万ｔ

(45％)

直接最終処分量 最終処分量

2,300万ｔ 4,500万ｔ

(6％) (11％)

5,000万ｔ

(12％)
図１－５　全国産業廃棄物の処理のフロー



②　総排出量、再生利用量、減量化量及び最終処分量の推移

　　産業廃棄物の再生利用量、減量化量及び最終処分量の推移を図１－６に示す。

　*1 「廃棄物の減量化の目標量」（平成11年9月28日政府決定）における平成8年度の数値を示す。

　*2　平成９年度以降の排出量は*1と同様の算出方法を用いて算出している。

図１－６　産業廃棄物の再生利用量、減量化量、最終処分量
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　　　③　産業廃棄物の種類別の処理状況

　産業廃棄物の種類別にみると、再生利用率が高いものは、動物のふん尿（９５％）、金属くず（８

３％）、がれき類（８２％）、動物の死体（８０％）等であり、逆に再生利用率が低いものは、汚泥

（８％）、繊維くず（１２％）、ゴムくず（１６％）等である。

最終処分の比率が高い廃棄物は、ゴムくず（６４％）、ガラスくず及び陶磁器くず（５６％）、燃

え殻（４５％）、廃プラスチック類（４５％）等である（図１－７参照）。

図１－７　産業廃棄物の種類別再生利用率、中間処理による減量化率及び最終処分率
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Ⅱ．産業廃棄物最終処分場の残存容量等について

　　〔産業廃棄物行政組織等調査（平成 13年 4月 1日現在）による〕

（１） 最終処分場の残存容量（平成 13年 4月 1日現在）

最終処分場の残存容量は約１７，６０９万ｍ３であり、前年度から約７８５万ｍ３（約４％）減少した。

表２－１　最終処分場の残存容量（平成 13 年 4 月 1 日現在）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:ｍ3)

最　終　処　分　場 残　存　容　量

遮　断　型　処　分　場
　　　　　　　２７，８２８

（３３，７２６）

安定型処分場 　総　数
　　８０，８８１，００５

（８２，０４７，８９３）

　総　数
　９５，１８０，０６８

（１０１，８５５，６５１）
管理型処分場

うち海面埋立
　　３２，３１６，４１５

（３４，６４０，０７１）

計
　１７６，０８８，９０１

（１８３，９３７，２７０）
                       注) １．法第１５条第１項の許可を受けた施設である。

                           ２．「海面埋立」は、総数のうちの海面埋立分の内数とする。

                           ３．（　）は、前年度の調査結果である。

（２）最終処分場の残余年数（平成 13年 4月 1日現在）

平成１２年度の最終処分量及び平成１３年４月１日現在の最終処分場の残存容量から最終処分場の

残余年数を推計すると、全国では３．９年、首都圏では１．２年と前年度と同様に厳しい状況にある。

 表２－２　産業廃棄物の最終処分場の残存容量と残余年数（平成 13年 4月 1日現在）

区　分
最終処分量

（万ｔ）

残存容量

（万ｍ３）

残余年数

（年）

首都圏
１，３０１

（１，４９５）

１，５１７

（１，７２７）

１．２

(１．２)

近畿圏
６３５

（６８０）

１，２２４

（１，４０５）

１．９

（２．１）

全　国
４，５００

（５，０００）

１７，６０９

（１８，３９４）

３．９

（３．７）
　　   ※１．首都圏とは、茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・山梨県をいう。

　　　　 　  　近畿圏とは、三重県・滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県をいう。

  ２．首都圏、近畿圏の産業廃棄物の最終処分量は4,500万ｔ×28.9％（首都圏）、14.1％（近畿圏）

   （平成12年度排出量の比率）とした。

  ３．残余年数＝残存容量／最終処分量とする。（ｔとｍ3の換算比を１とする）

  ４．（　）内は、前年度の調査結果である。



（３）最終処分場の残余年数等の推移

図２－２　最終処分場の新規施設数
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図２－３　残余年数
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図２－１　最終処分場の残余容量
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